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令和４年３月第１４８回定例農業委員会総会議事録 

 

令和４年３月１０日（木） 

JAグリーン近江八幡東支店 会議室 

 

 

日 程 

 

     第１  会議録署名委員の指名 

 

第２  議案上程 

 

 

議第５７８号   農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議題５７９号   農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第５８０号   農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

議第５８１号   農用地利用集積計画について 

 

 

 

報告第３５８号  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の受理について 

報告第３５９号  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理について 

報告第３６０号  その他の専決報告について 

 

 

議第５８２号   近江八幡市農業委員会規程第２条による会長及び副会長の選出について 
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開会 午後１時３０分 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 委員の皆様ご苦労様です。 

 それでは、早速ですが定刻となりましたので、令和４年３月第１４８回定例総会

の開会をお願い致します。 

また、会議規則第５条の規程により会長が議長となりますので●●会長

よろしくお願いします。 

 

本日は、お忙しいところ、ご参集をいただきご苦労さまです。 

令和３年度、３月、最後の月ということで年度として１年が終わろうと

していますが、振り返りますと、やはり新型コロナの感染が大きな問題と

なっています。農業委員会とは直接関係はございませんが、今世界中で問

題になっています、ロシアによるウクライナへの侵攻により多くの尊い命

が失われているような状況で非常に胸が痛むところでございます。ロシア

とウクライナを合わせて、小麦の生産が世界の３０％を占めるという話を

聞いています。日本はアメリカ、カナダ、オーストラリアといったところ

から輸入に頼っていますが、世界の中で３割の供給が減るとなると価格の

高騰といった問題も出てきて、日本の生活にも直接影響が出て参ります。

小麦を作っている立場からは価格が上がることはいい話ですが、まだまだ

世界には、飢えや飢餓に苦しむ人たちがたくさんいる中、大きな問題です。

また、原油の問題や、半導体不足により経済活動にも影響がでております

が、そういったことにも拍車がかかるのではと心配されます。一刻も早く

終結することを願っております。最後に農業委員会業務の関係では概ね問

題なく遂行できたのかなと思います。このことに関しては委員の皆様のご

尽力の賜物と思っております。厚く感謝を申し上げます。任期も残り１年

でございます。引き続き委員の皆様にはご尽力いただきますようお願い申

し上げます。 

 

それでは、近江八幡市農業委員会会議規則に則り進行させていただきた

いと思います。 

本日の現在出席委員２２名、全員出席しておりますので、３月総会が成

立していることを報告いたします。 

それでは、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、

令和４年３月第１４８回定例総会を、ただ今から開催します。 

 

先ず、日程第１ 会議録の署名委員の指名ですが、 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       １２番●●●●委員 

       １３番●●●●委員 

のご両名を指名しますのでよろしくお願い致します。 

 

次に、日程第２ 議案の上程に入ります。 

議第 ５７８ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をする

ことについてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

 議第５７８号、農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をす

ることについて、を議案朗読及び説明させていただきます。お手元の地図

を合わせてご覧ください。 

 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の決定を求

める。令和４年３月１０日提出、近江八幡市農業委員会会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、安土町下豊浦●●番、登記地目、現況地目とも

畑、登記面積1,110㎡、世帯の経営面積、渡人2.3アール、受人132.1ア

ールで今回の申請面積を合わせますと143.2アールとなります。渡人につ

きましては、安土町下豊浦●●番地、●●●●、受人につきましては、安

土町常楽寺●●番地、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につきまして

は、離農のため、譲受理由につきましては、相手方の要望でございます。 

 番号２、土地の所在地、田中江町●●番、登記地目、現況地目とも田、

登記面積1,329㎡、世帯の経営面積、渡人143.3アール、受人143.3アー

ル、同一世帯なので経営面積に変更はございません。渡人につきましては、

田中江町●●番地、●●●●、受人につきましては、田中江町●●番地、

●●●●、契約内容は親子間での贈与、譲渡理由、譲受理由とも経営移譲

でございます。 

 番号３、土地の所在地、御所内町●●番、登記地目、現況地目とも田、

登記面積3,463㎡、世帯の経営面積、渡人34.6アール、受人4.9アールで、

今回の申請面積を合わせますと39.5アールとなります。渡人につきまして

は、御所内町●●番地●、●●●●、受人につきましては、御所内町●●

番地、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、離農のため、

譲受理由につきましては、相手方の要望でございます。 

 番号４、土地の所在地、安土町慈恩寺●●番、登記地目、畑、現況地目、

田、登記面積422㎡、世帯の経営面積、渡人21.9アール、渡人につきまし

ては、安土町慈恩寺●●番地、●●●●、同じく安土町慈恩寺●●番、登

記地目、現況地目とも畑、登記面積265㎡、世帯の経営面積、渡人9.0ア
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

ール、渡人につきましては、安土町慈恩寺●●番地、●●●●、受人の経

営面積、東近江市で28.9アール、今回の申請を合わせますと35.7アール

となります。２筆の受人につきましては、金剛寺町●●番地●、●●●●、

代表取締役、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、それ

ぞれ離農のため、譲受理由につきましては、経営規模拡大のためでござい

ます。 

 番号５、土地の所在地、長福寺町●●番、登記地目、現況地目とも田、

登記面積1,010㎡、世帯の経営面積、渡人10.1アール、受人2,125.1アー

ルで、今回の申請面積を合わせますと2,135.2アールとなります。渡人に

つきましては、彦根市立花町●番●号、●●●●、相続財産管理人、弁護

士、●●●●、受人につきましては、千僧供町●●番地、●●●●、代表

理事、●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、財産処分の

ため、譲受理由につきましては、申請地を耕作しているためでございます。 

 番号６、土地の所在地、白王町●●番、登記地目、現況地目とも田、登

記面積1,665㎡、世帯の経営面積、渡人606.8アール、受人84.0アールで、

今回の申請面積を合わせますと90.0アールとなります。渡人につきまして

は、大中町●●番地、●●●●、受人につきましては、白王町●●番地、

●●●●、契約内容は売買、譲渡理由につきましては、相手方の要望、譲

受理由につきましては、規模拡大でございます。 

以上の農地法第３条第１項の案件全てにつきまして、「農地法第３条審

査書」に基づき、農地法第３条第２項第１号のいわゆる全部効率要件、農

地法第３条第２項第４号の常時従事要件、農地法第３条第２項第５号の下

限面積要件及び、農地法第３条第２項第７号の周辺地域との調和条件（及

び農地法第３条３項）に照らし許可しうるものと判断し、議案とさせてい

ただきました。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 ありがとうございました。 

 議題といたしました案件の中で、確認をされました担当委員の方で追加

及び補足説明等がございましたら、発言をお願いします。 

 

（特になしの声） 

 

 特に補足説明もないようですので、皆様にお伺いいたします。 

 質問や意見はございませんか。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （特になしの声） 

 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

議第 ５７８ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をす

ることについてを原案どおり許可することに異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議第 ５７８ 号 農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについては、原案どおり許可することに決定いたします。 

 

それでは次に、議第 ５７９ 号、農地法第４条第１項の規定による申請

に対し、許可をすることについて、及び、議第 ５８０ 号、農地法第５条

第１項の規定による申請に対し、許可をすることについてを、議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

 

 議第５７９号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をす

ることについて、を議案朗読及び説明させていただきます。 

 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の決定を求

める。令和４年３月１０日提出、近江八幡市農業委員会会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、加茂町●●番、登記地目、田、現況地目、宅地、

申請面積2,023㎡、申請人につきましては、加茂町●●番地、●●●●、

申請地は、加茂町の集落内の農地で、街区中の宅地率が４０％を超えます

ことから、農振白地の第３種農地と判断をいたしました。転用目的は、自

動車修理工場及び一般住宅で、現地は、昭和４６年頃に造成され自動車修

理工場及び一般住宅として利用されております。今回、申請地南側にある

事務所を解体し、新たに事務所を計画している過程において申請地が転用

されていないことが判明したため、申請に至りました。てん末案件ではご

ざいますが、立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 続きまして、議第５８０号、農地法第５条第１項の規定による申請に対

し、許可をすることについて、を議案朗読及び説明させていただきます。 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対し、本委員会の決定を求

める。令和４年３月１０日提出、近江八幡市農業委員会会長、●●●●。 

 番号１、土地の所在地、安土町石寺●●番、登記地目、現況地目とも田、
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申請面積439㎡、渡人につきましては、安土町石寺●●番地、●●●●、

同じく安土町石寺●●番、登記地目、現況地目とも田、申請面積1,044㎡、

渡人につきましては、安土町下豊浦●●番地●●、●●●●、同じく安土

町石寺●●番、登記地目、現況地目とも田、申請面積1,153㎡、渡人につ

きましては、安土町石寺●●番地、●●●●、以上３筆合計2,636㎡の受

人につきましては、金剛寺町●●番地●、●●●●、代表取締役、●●●

●、申請地は、安土町石寺の集落内の土地改良未整備の農地で、上下水道

が埋設された道路の沿道で、おおむね500ｍ以内に「●●●●病院」・「●

●●●保育園」と公共施設が２つ以上ありますことから、農振白地の第３

種農地と判断をいたしました。契約内容は、売買です。転用目的は、建売

分譲住宅７区画及び共同住宅１棟で、交通の便が優れており、小学校も徒

歩圏内にあり生活環境に優れていることから、当該地を選定されました。

立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。なお、本件

については、開発同時許可となります。 

 番号２、土地の所在地、安土町石寺●●番●、登記地目、現況地目とも

田、申請面積550㎡、渡人につきましては、安土町石寺●●番地、●●●

●、受人につきましては、西本郷町●●番地●、●●●●、代表取締役、

●●●●、申請地は、安土町石寺地先の農地で、土地改良未整備で農業公

共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第

２種農地と判断いたしました。契約内容は、売買です。転用目的は、露天

資材置場で、現在若宮町で借用している資材置場が宅地開発により使用で

きなくなることから、まとまった土地である当該地を選定されました。な

お、隣接の転用済農地と一体利用される予定です。立地基準上やむを得ず

許可できるものと判断をいたしました。 

 番号３、土地の所在地、安土町慈恩寺●●番●、登記地目、現況地目と

も畑、申請面積442㎡、渡人につきましては、安土町慈恩寺●●番地、●

●●●、同じく安土町慈恩寺●●番、登記地目、現況地目とも田、申請面

積595㎡、同じく安土町慈恩寺●●番●、登記地目、現況地目とも田、申

請面積66㎡、同じく安土町慈恩寺●●番、登記地目、山林、現況地目、田、

申請面積201㎡、同じく安土町慈恩寺●●番●、登記地目、現況地目とも

田、申請面積29㎡、同じく安土町慈恩寺●●番、登記地目、現況地目とも

田、申請面積591㎡、同じく安土町●●番、登記地目、現況地目とも田、

申請面積218㎡、渡人につきましては、安土町慈恩寺●●番地、●●●●、

以上７筆合わせまして2,142㎡の受人につきましては、金剛寺町●●番地

●、●●●●、代表取締役、●●●●、申請地は、安土町慈恩寺の集落内
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の農地で、街区中の宅地率が４０％を超えますことから、農振白地の第３

種農地と判断をいたしました。契約内容は、売買です。転用目的は貸露天

資材置場で、安土町内にある●●建設に貸される予定です。立地基準上や

むを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

 番号４、土地の所在地、多賀町●●番、登記地目、現況地目とも田、申

請面積2,717㎡、貸人につきましては、鷹飼町南●丁目●番地●、●●号、

●●●●、借人につきましては、東近江市八日市町●番●●号、●●●●

●●、代表理事、●●、申請地は、多賀町地先の農地で、一団の規模が１

０ヘクタール以上の農地を形成していることから、農振白地の第１種農地

と判断をいたしました。契約内容は、賃貸借です。転用目的は、露天駐車

場で、●●●●●●の来客者数が年々増え、駐車場が手狭になったことか

ら、申請に至りました。申請地西側には、土地改良区の農道がありますが、

東側に付け替えをされ、今までどおり通行できるように計画されています。

第1種農地は、原則許可できませんが、既存施設の１／２を超えない拡張で

あることから、例外的に許可し得るものです。立地基準上やむを得ず許可

できるものと判断をいたしました。 

 番号５、土地の所在地、長田町●●番の一部、登記地目、現況地目とも

畑、申請面積216㎡の内156㎡、貸人につきましては、長田町●●番地、

●●●●、借人につきましては、長田町●●番地、●●●●、申請地は、

長田町の集落内の農地で、街区中の宅地率が４０％を超えますことから、

農振白地の第３種農地と判断をいたしました。契約内容は、親子間の使用

貸借です。転用目的は、分家住宅で、現住居用地に建てるには、敷地に余

裕がなく親の所有している当該農地を選定されました。令和３年５月２４

日に農振除外さており、立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をい

たしました。なお、本件については、開発同時許可となります。 

 番号６、土地の所在地、土田町●●番の一部、登記地目、現況地目とも

田、申請面積1,153㎡の内279㎡、渡人につきましては、堀上町●●番地、

●●●●、受人につきましては、堀上町●●番地、●●●●、東近江市建

部日吉町●●番地●●、●●●●●●号、●●●●、申請地は、土田町の

集落内の農地で、上下水道が埋設された道路の沿道で、おおむね500ｍ以

内に「●●高等学校」・「●●小学校」と教育施設が２つ以上ありますこ

とから、農振白地の第３種農地と判断をいたしました。契約内容は、親と

子・孫間の贈与です。転用目的は、農家住宅で、子と孫の共有名義で建築

されるものです。立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしま

した。以上、ご審議のほどお願いします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

議第 ５７９ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて、及び、議第 ５８０ 号、農地法第５条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについては、現地踏査を行っていただい

ておりますので、その報告を求めます。 

結果報告を、 １３番、●●●●委員、よろしくお願いします。 

 

去る、２月２８日に、 

議第 ５７９ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて、及び、議第 ５８０ 号 農地法第５条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて１４番●●●●委員と、私、及

び事務局職員で現地踏査を行い、農業委員会事務局において協議した結果

を報告します。別添の地図と併せてご覧いただきたいと存じます。 

初めに、議第５７９号 農地法第4条第1項許可申請の案件について、報

告させていただきます。 

番号１の案件です。 

てん末案件であり、事務局から説明がありましたとおり、立地基準上や

むを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に、議第５８０号 農地法第５条第1項許可申請の案件について、報告

させていただきます。 

番号１の案件です。 

申請地は、安土町石寺地先の農地で、転用目的は建売分譲住宅及び共同

住宅です。隣接地との境界に構造物を設置し、土砂の流出を防ぎます。ま

た、申請地内に側溝を設置し、東側河川に放流されることから、特に問題

ないと考えられます。立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいた

しました。 

次に番号２・３の案件です。 

申請地は、安土町石寺と安土町慈恩寺の農地です。両申請地とも、隣接

農地が無いため、周辺農地への影響はないと考えられます。立地基準上や

むを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に番号４の案件です。 

申請地は、多賀町地先の農地で、転用目的は露天駐車場です。隣接農地

との境界は、L型擁壁を設置した付替道路となるため、周辺農地への影響は

ないと考えられます。立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいた
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議 長 

 

委 員 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

会 長 

 

委 員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

しました。 

次に番号５の案件です。 

申請地は、長田町内の農地で、転用目的は、分家住宅です。隣接農地と

の境界は、構造物を設置されることから、周辺農地への影響はないと考え

られます。立地基準上やむを得ず許可できるものと判断をいたしました。 

次に番号６の案件です。 

申請地は、土田町内の農地で、転用目的は農家住宅です。隣接農地は申

請者の農地であるため、法面処理で対応されます。立地基準上やむを得ず

許可できるものと判断をいたしました。 

以上、第４条許可申請１件、第５条許可申請６件、計７件の現地踏査 結

果報告を終わります。 

 

ご苦労さまでした。ただ今の案件で質問や意見はございませんか。 

 

 ３条申請の●●●●さんと５条申請の●●●●はどういう関係ですか。 

 

 ●●●●と●●●●の代表取締役は同じ方です。農業の法人もされてお

り建設業の法人もされているところでございます。 

 

 他に質問等はございませんか。 

 

 現地踏査の報告と、議事録署名人が同じなのは問題ないですか。 

 

 一委員としてですので、利害関係もないですし、問題ないかと思います。 

 

 ４条の加茂町の案件ですが、昭和４６年頃から無断転用が続いていたこ

とに何故今まで気が付かなかったのか。状況を教えて下さい。 

 

 顛末書が付いており、顛末書によると昭和４６年に申請者の父親が農地

を購入されて、農地転用の手続を知らずに建ててしまわれました。当時の

建築確認等でも農地転用との結び付きがない当時でありましたので、家や

事務所が建ってしまっている状況があります。他にも屋敷畑に家が建って

いるところも散見されますので、こういう機会がある時に是正をしていた

だくことで事務局からはお話をさせていただいているのが現状です。 
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委 員 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 固定資産税はどうなっていますか。 

 

 そちらについては、現況は宅地課税になっています。 

 

 他にございませんか。 

 質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

 議第 ５７９ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて、及び、議第 ５８０ 号、農地法第５条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについては、ただ今の現地踏査の説明の

とおり、原案どおり許可相当とすることにご異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

議第 ５７９ 号、農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて、及び、議第 ５８０ 号、農地法第５条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて、提案どおり許可相当とするこ

とに認めます。 

 

それでは次に 

議第 ５８１ 号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。

 事務局の説明を求めます。 

 

 議第５８１号、農用地利用集積計画について、農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定により、農用地の利用関係の調整がなされ、近江八

幡市長より別紙のとおり農用地利用集積計画の提出があったので、審議を

求める。上記の議案を提出する。令和４年３月１０日、近江八幡市農業委

員会会長、●●●●。 

資料といたしましては、Ａ４縦置きの文書（令和３年度農用地利用集積

計画について）１枚とＡ４横置き資料をホチキス止めした資料、所有権移

転と利用権設定でございます。 

「所有権移転」は、１１件、２６筆、６４，０２８㎡。「利用権設定」

は、１０７件、１８９筆、４１５，３４８㎡。となっております。 

なお、本件につきましては、かなりの件数でございます。本来全て朗読

させて頂くのが本意でございますが、それぞれの番号１についてのみ紹介

させて頂きますことをお許し願います。 
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委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委 員 

 

 

はじめに所有権移転の部です。 

番号１、所有権の移転を受ける者、島町●●番地、●●●●、所有権を設

定する者、守山市守山●丁目●番●●号、●●●●、所有者を移転する土地、

島町●●番、田、2,297㎡、同じく島町●●番、田、1,405㎡、島町●●

番●、田、1,592㎡、同じく島町●●番、田、2,269㎡、移転年月日は、

令和４年３月１５日、所有権の移転を受ける者の経営面積26,053㎡、対

価につきましては１０ａあたり300,000円でございます。 

次に利用権設定の部です。 

番号１、利用権の設定を受ける者、島町●●番地、●●●●、利用権を設

定する者、円山町●●番地、●●●●、利用権を設定する土地、円山町●●

番、田、2,235㎡、同じく円山町●●番、田、1,820㎡、同じく円山町●

●番●、田、1,249㎡、いずれも新規で、契約期間については、１０年１

０カ月、令和４年３月１５日から令和１４年１２月３１日まででございま

す。１０ａあたり10,000円で、利用権の設定を受ける者の経営面積は26,

053㎡でございます。 

以上でございます。 

 

皆様にお伺いいたします。ただ今の案件で質問や意見はございませんか。 

 

 所有権移転の部、番号６の案件ですが、対価に間違いはないですか。 

 

 １０ａあたり10,000円で間違いはないです。ここは果樹園の桃をされ

ているところでございます。10,000円のいきさつについては把握してお

りません。 

 

 基盤法の所有権移転は、農業委員の確認はないのですか。 

 

 基盤法の所有権移転については当事者同士で記入していただき地元の改

良組合長さんの印鑑、土地改良区の同意書を付けて事務局に提出していた

だくことになっています。こちらについては市長宛の書類になりますので

農業委員さんには通りません。 

 

 土地改良区の関係で、土地改良区の印鑑をもらって出してもらっている

ということですが、土地改良区にも組合員の資格交替の届出をしてもらう

手続きの案内をしていただけたらと思います。 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご指摘いただいた通りです。土地改良区さんの同意書を添付していただ

いておりますので、土地改良区の方はご存じだと思っておりました。今の

お話を聞いていますと、そうでもなさそうなので、窓口で土地改良区の同

意書をお渡しする際に、土地改良区にも手続きしてくださいと一言付け加

えさせて頂きます。                         

 

 他に質問も意見もないようでありますので、採決に入ります。 

 議第 ５８１ 号 農用地利用集積計画については、原案どおり承認とす

ることにご異議ございませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議第 ５８１ 号 農用地利用集積計画について、原案どおり承認

することに決定いたします。 

 

それでは、次に報告第 ３５８ 号 農地法第４条第１項第８号の規定に

よる農地転用届出の受理について、及び、報告第 ３５９ 号 農地法第５

条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理について、及び、報告第 

３６０ 号 その他の専決報告について、事務局の説明を求めます。 

 

 報告第３５８号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出

の受理について、を報告させていただきます。 

 農地法第４条第１項第８号の規定に基づき同法施行令第３条の規定によ

り、次のとおり会長あて届出があり、受理したので報告する。 

 令和４年３月１０日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 番号１、土地の表示、安土町上豊浦●●－●、畑、39㎡、同じく上豊浦

●●－●、畑、43㎡、同じく安土町上豊浦●●－●、畑、100㎡、届出受

理日及び受理番号、令和４年２月１日、４１９番、届出人につきましては、

安土町上豊浦●●、●●●●、理由につきましては、道路拡張でございま

す。 

 番号２、土地の表示、安土町上豊浦●●－●、畑、54㎡、届出受理日及

び受理番号、令和４年２月１日、４２０番、届出人につきましては、大阪

府箕面西小路●丁目●－、●●●●、理由につきましては、道路拡張でご
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議 長 

 

 

議 長 

 

ざいます。 

 続きまして、報告第３５９号、農地法第５条第１項第７号の規定による

農地転用届出の受理について、を報告させていただきます。 

 農地法第５条第１項第７号の規定に基づき同法施行令第１０条の規定に

より、次のとおり会長あて届出があり、受理したので報告する。令和４年

３月１０日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 番号１、土地の表示、音羽町●●－●の一部、田、587㎡の内185㎡、

同じく音羽町●●番、田、524㎡、同じく音羽町●●－●、田、23㎡、届

出受理日及び受理番号、令和４年２月９日、５２２番、渡人の住所氏名、

縄手町中●●、●●●●、受人の住所氏名、音羽町●●、●●●●、代表

取締役、●●●●、理由につきましては、露天駐車場、区分につきまして

は、賃貸借でございます。 

 続きまして、報告第３６０号、その他の専決報告について、農地法関連

に基づくその他の専決について、次のとおり報告する。令和４年３月１０

日、近江八幡市農業委員会事務局長。 

 １、農地法第１８条第６項の規定に基づく賃貸借契約（使用貸借を含む）

の合意解約通知の受理について、こちらにつきましては、使用貸借契約解

除が３件、賃貸借契約解除が３件、計６件ございました。番号２、３につ

きましては、農地中間管理機構を通じた契約の解除になります。 

 ２、農業経営基盤強化促進法第１２条第1項の規定に基づく農業経営改善

計画の認定について、２月審査会、２日審査、新規が２件、更新が２件の

計４件が認定されました。以上、報告とさせていただきます。 

 

ただ今の、報告第 ３５８ 号 農地法第４条第１項第８号の規定による

農地転用届出の受理について、及び、報告第 ３５９ 号 農地法第５条第

１項第７号の規定による農地転用届出の受理について、及び、報告第 ３６

０ 号 その他の専決報告について、質問等はございませんか。 

 

 （特になしの声） 

 

 それでは、質問や意見等もないようであります。これらは報告案件でご

ざいますので、了解いただきたいと存じます。 

 

 続きまして、近江八幡市農業委員会規程第2条第1項により、今月20日

をもって、私と●●副会長が、会長職、副会長職の任期満了となります。 
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このため、議第５８２号 近江八幡市農業委員会規程第2条第2項による

会長及び副会長の選出について、を議題とします。 

 近江八幡市農業委員会規程第2条第2項によりますと、「会長は総会にお

いて選挙する。ただし委員において異議がないときは、指名推薦の方法に

よることができる」と定めています。 

先般、地区代表者の方々と選出方法について協議をいたしました。その協

議内容をご報告いたします。 

まず、会長職に立候補される意思の確認をいたします。会長職に立候補

される方が、１名であった場合、総会に諮り決定いたします。 

立候補者が２名以上であった場合は、当委員会選挙事務取扱規程に基づ

き選挙を行い決定いたします。 

次に、会長職に立候補される方がおられない場合は、指名推薦により決

定することになります。 

以上の通り、立候補の意思確認をし、立候補される方が１名であった場

合は総会に諮り決定し、２名以上であった場合は、選挙を行い、また立候

補者がおられない場合は、指名推薦の方法により選考委員会を設置して正

副会長選出するということについて、お諮りします。 

 この件について、ご異議ございませんか。 

 

 異議なしの声 

 

 異議なしの声を賜りましたので、立候補の意思確認をし、立候補者が１

名の場合は総会に諮り決定し、立候補者が２名以上の場合は選挙を行い、

また立候補者がおられない場合は、選考委員会を設置し選考をお願いする

ことに致します。 

 それでは、まず、会長職への立候補の意思を確認いたしたいと思います。 

 どなたか立候補される方はおられますか。 

  

 それでは次に副会長職への立候補の意思を確認いたしたいと思います。 

 どなたか立候補される方はおられますか。 

 

 立候補がおられなかったため、選考委員会を設置し選考をお願いするこ

とに致します。 

 

 次に選考委員についてですが、副会長及び地区代表者にお願い致したい
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と存じますがご異議ございませんか。 

  

 異議なしの声 

 

ご異議もないようですので、副会長及び地区代表者は別室で選考委員会

を開催して下さい。 

選考委員の皆様については、別室へお願いします。 

他の委員はしばし休憩とします。 

 

 

 

それでは、再開致します。 

 選考結果を選考委員長より報告頂きます。 

 

 それでは選考委員会の結果を報告させて頂きます。 

 令和４年３月２１日以降の次期会長には、●●●●氏、副会長に、●●

●●氏を推挙することに決定致しましたので、報告させて頂きます。 

        

 ただ今選考委員長より報告頂きました。 

 次期会長には、●●●●氏、次期副会長に、●●●●氏を推挙頂きまし

た。委員皆様のご承認を頂けますでしょうか。 

賛成の方の挙手をお願います。 

 

ありがとうございました。賛成多数により、 

次期会長には、●●●●委員、副会長には、●●●●委員と決定致しま

した。 

 ●●●●委員、●●●●委員 何卒宜しくお願いします。 

 それでは就任に当たり一言ご挨拶をお願い致します。 

 

 ただ今、選考委員会でご指名いただき、皆さんにご承認いただきました

が、歴代の会長や現会長さんほどの見識もそこまで持っておりませんし、

人脈も少ない状況です。ただご推挙いただきましたので令和４年度につき

ましては、微力ながら努力して参りたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。ひとつだけお願いがございます。委員の皆様の

ご協力をいただいて令和４年度の農業委員会を進めて参りたいと思います
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議 長 

 

 

 

 

 

ので、切にお願いを申し上げまして甚だ簡単ではございますが、ご挨拶と

させていただきます。また農業委員会の事務局の皆さんも適切なご指導を

賜りますようお願い申し上げます。 

 

 副会長ということで、大変な大役をご推挙いただきましてありがとうご

ざいます。ご年配の方を差し置いて私みたいな若造がと言いながらこの３

月で６６歳を迎える歳になってしまいましたが、令和４年度、一年間、●

●会長とともに農業委員会を汚さないよう頑張っていきたいと思いますの

でどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 ありがとうございました。 

 会長、副会長さんには宜しくお願い申し上げます。 

 以上で本日の総会日程は終了しました。 

 これをもちまして第 １４８ 回定例農業委員会総会を閉会します。 

 

 

  

閉会  午後３時００分 

 

   会議規則第２１条の規定により下記に署名する。 

 

   近江八幡市農業委員会会長 

 

      会議録署名委員               委員 

 

会議録署名委員               委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


